
新発田市立地適正化計画改訂(案)の概要

凡例
青枠内：居住誘導区域（変更前）
赤枠内：都市機能誘導区域（変更前）

1

（居住誘導区域及び都市機能誘導区域の変更）

新たに市街化区域に編入された地区
の一部を誘導区域に追加

富塚町地区
東新町地区



◆各誘導区域の変更

住居系用途地域 ⇒ 居住誘導区域に追加

商業系用途地域 ⇒ 居住誘導区域・都市機能誘導区域に追加

変更案

富塚町地区 東新町地区

2

居住誘導区域へ追加

新発田市立地適正化計画改訂(案)の概要
（居住誘導区域及び都市機能誘導区域の変更）

第一種住居地域

準工業地域

第一種中高層
住居専用地域

準工業地域

近隣商業地域

市街化区域編入箇所

都市機能誘導区域へ追加


